
従

大

（
咸
豊
五
年

1
六
年
） 和

下

状

一
五
二
七
号





そ
の
次
に
多
い
の
は
、
「
御
使
者
役
々
勤
方
相
済
帰
帆
之
段
、

る。 が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き

船
」
に
託
し
て
連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
久
高
島
の
漁
民

に
託
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
も
あ
る
。
火
急
の
場
合
は
「
飛

そ
の
な
か
に
「
飛
船
」
・
「
鰹
飛
船
々
頭
」
・
「
飛
船
々
頭
西
銘
」

に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

状
を
託
し
た
か
は
分
か
る
け
れ
ど
も
、
残
念
な
が
ら
書
状
の
内
容

る
が
、
「
下
状
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
「
御
用
封
井
御
文
箱
差
下
候

で
の
下
状
の
写
し
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
た
文
書
は
二
六
五
点
で
あ

本
文
書
は
、

段
、
問
合
之
事
」
に
関
す
る
文
書
が
一
＿
三
点
も
あ
っ
て
最
も
多
い
。

在
番
奉
行
や
琉
球
在
勤
の
役
人
あ
て
に
、
い
つ
誰
が
ど
の
船
に
書

一
八
五
五
（
安
政
―
-
）
年
八
月
か
ら
翌
年
六
月
ま

解

題

[
+
六
]
に
よ
れ
ば
、
鹿
児
島
で
「
万
一
抜
荷
取
企
候
段
及
露

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

問
合
之
事
」
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
二
六
点
あ
る
が
、
い
ず
れ

よ
う
に
真
言
宗
の
「
修
学
」
の
た
め
に
鹿
児
島
に
渡
っ
た
者
も
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
は
ほ
と
ん
ど
下
級
役
人
や
船
乗
り
ら

（
佐
事
・
水
主
•
そ
の
他
）
の
帰
郷
の
理
由
を
記
し
た
文
書
で
あ

由
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
「
御
使
者
役
々
」
は
鹿
児
島
に
到

結
果
は
、
「
船
々
入
津
早
速
乗
付
相
改
侯
処
、
紛
敷
者
罷
居
不
申
」

顕
候
ハ
、
其
科
可
被
仰
付
」
と
王
府
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
も
、
「
御
使
者
役
々
」
か
ら
証
文
を
取
っ
て
あ
る
か

着
す
る
と
同
時
に
厳
重
な
検
査
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
検
査
の

之
者
共
仕
繰
之
為
楷
船
・
馬
艦
船
主
二
入
交
致
渡
海
候
者
有
之

に
関
す
る
文
書
で
あ
る
o
[
+
五
]
に
よ
れ
ば
、
「
近
年
士
井
無
系

ま
た
[
+
五
]
.
[
+
六
]
は
「
仕
繰
」
（
商
売
）
と
抜
荷
取
締

る。 よ
う
に
「
医
道
稽
古
」
を
目
的
と
す
る
者
や
‘
[
二
百
十
六
]
の

り
た
ち
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

H
ハ
十
四
]
.
[
二
百
二
]
の

も
当
時
鹿
児
島
に
渡
っ
た
「
御
使
者
役
々
」
（
王
府
の
役
人
や
船
乗
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が
、
犯
人
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
必
ず
し
も
目
的
で
は
な
く
、
厳
重

に
検
査
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
目
的
は
達
せ

ら
れ
た
の
も
同
然
で
あ
っ
た
。

冗
十
七
]
[
八
+
八
]
は
「
唐
物
抜
荷
」
の
罪
で
遠
島
に
な
っ

た
事
件
に
関
連
す
る
文
書
で
あ
る
0

[
八
+
七
]
は
、
事
件
が
発

監
督
貢
任
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
結
局
、
前
に
も
同
じ
よ
う
な

事
例
が
あ
っ
た
が
罪
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
今

味
深
い
史
料
が
多
い
が
、

ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
割
愛

島
津
斉
彬
か
ら
尚
泰
以
下
の
高
官
へ
の
拝
領
物
の
こ
と
な
ど
、
興

以
上
の
ほ
か
に
も
、
幕
府
や
薩
摩
藩
へ
の
献
上
品
の
こ
と
や
、

そ
れ
と
し
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

回
も
「
御
沙
汰
二
不
及
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
は

覚
し
て
罰
せ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
0

[
八
+
八
]
は
、
上
役
の

落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
王
府
は
確
か
に
抜
荷
を
取
り
締
ま
っ
た

る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
文
書
の
ア
リ
バ
イ
的
な
性
格
も
見

そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
関
係
も
さ

い
て
は
、
何
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も

ら
大
丈
夫
だ
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
を
見
る
か
ぎ
り
に
お

ー
、
江
戸
上
り
や
冊
封
使
の
対
応
費
な
ど
で
莫
大
な
費
用
が
か

う
に
列
挙
し
て
い
た
。

運
送
船
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ

さ
ら
に
七
か
年
の
延
長
を
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
首
里
王
府
は
、

る
文
書
で
あ
る
。

0
（
文
政
三
）
年
に
運
送
船
を
も
う
一
艘
だ
け
増
や
す
よ
う
に
願

後
、
期
限
が
く
る
ご
と
に
更
新
し
て
、
砂
糖
そ
の
他
の
品
物
を
運

ん
で
き
た
が
、
同
年
で
期
限
が
切
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

い
出
て
、
翌
年
か
ら
七
か
年
の
期
限
つ
き
で
承
認
さ
れ
た
。
そ
の

球
船
は
楷
船
二
艘
と
運
送
船
二
艘
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。

八

上
覚
」
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
琉
球
・
鹿
児
島
間
を
往
来
す
る
琉

一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
八
月
八
日
付
の
「
ロ

「
七
士
二
」
は
鹿
児
島
へ
の
「
運
送
船
」
の
年
限
延
長
に
関
す

こ
ヽ
0

t
l
 

重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
し

擦
に
関
す
る
文
書
は
、
薩
摩
藩
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
と
く
に

の
宮
古
島
の
上
納
粟
の
積
載
量
を
め
ぐ
る
琉
球
と
薩
摩
の
経
済
摩

〔
七
十
―
―
-
]

の
「
運
送
船
」
に
関
す
る
文
書
と
‘
[
七
十
九
]

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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文
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
、
宮
古
島
か
ら
上
納
さ
れ
る

E
+九
]
は
「
宮
古
島
下
御
国
船
重
積
石
一
件
」
に
関
す
る

縮
し
て
五
か
年
の
延
長
を
承
認
し
た
。

七
年
間
の
延
長
を
願
い
出
た
が
、
薩
摩
藩
は
そ
れ
を
二
年
だ
け
短

王
府
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
て
、

一
八
五
六
年
か
ら

く
、
摂
政
・
三
司
官
以
下
の
役
人
た
ち
も
困
っ
て
し
ま
う
。

之
」
、
王
府
の
財
政
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
だ
け
で
な

そ
う
す
る
と
、
「
運
賃
諸
雑
費
太
分
相
掛
、
適
繰
登
候
詮
無

の
用
船
（
以
下
「
大
和
船
」
と
称
す
）
に
頼
む
し
か
な
い
が
、

3
、
運
送
船
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
薩
摩
藩

に
砂
糖
そ
の
他
の
品
物
を
運
ん
で
貰
っ
て
い
る
。

へ
出
張
す
る
役
人
ら
も
滞
在
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
運
送
船

を
注
文
す
る
場
合
も
、
運
送
船
を
利
用
し
て
い
る
。
鹿
児
島

そ
の
他
の
品
物
を
鹿
児
島
へ
送
る
に
も
、
ま
た
必
要
な
品
物

2
、
王
子
・
按
司
・
三
司
官
そ
の
他
王
府
の
高
官
ら
は
、
砂
糖

が
立
た
な
い
。

し
た
た
め
に
鹿
児
島
琉
球
館
の
借
銀
も
増
え
、
返
済
の
め
ど

か
り
借
銀
が
増
え
た
。
ま
た
鹿
児
島
や
中
国
へ
使
者
を
派
遣

も
と
も
と
宮
古
島
に
や
っ
て
く
る
「
大
和
船
」
は
、

一
七
三
〇

だ
と
反
論
し
て
い
た
。

宮
古
島
の
事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
そ
ん
な
こ
と
が
い
え
る
の

残
る
は
ず
だ
と
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
琉
球
側
は
、

も
あ
っ
て
、
二
艘
の
分
を
差
し
引
い
て
も
二
八

0
0石
ぐ
ら
い
は

か
っ
た
。
「
大
和
船
」
の
船
主
ら
は
、
「
仕
登
高
」
は
四
、
五
千
石

の
馬
艦
船
の
た
め
に
残
さ
れ
た
粟
の
畳
は
一
―
六
七
石
に
す
ぎ
な

石
ず
つ
積
み
込
む
と
、
二
艘
で
一
七
六
六
石
に
な
る
の
で
、
琉
球

「
大
和
船
」
が
、
「
定
石
」
の
ほ
か
に
「
重
積
石
」
を
一
＿
五
〇

こ。t
 

粟
の
量
は
、
運
賃
込
み
で
平
均
し
て
年
に
二
九
三
三
石
余
で
あ
っ

三
八
九
六
石
余
で
あ
っ
た
。
粟
の
か
わ
り
に
反
布
そ
の
他
で
上
納

す
る
分
と
、
島
役
人
の
扶
持
（
役
俸
）
の
分
を
差
し
引
き
、
さ
ら

に
年
貢
の
未
進
分
を
除
く
と
、
実
際
に
首
里
王
府
に
納
め
ら
れ
る

は
、
定
式
年
貢
と
重
出
米
（
宮
古
島
の
場
合
は
粟
）
を
合
わ
せ
て

ば
、
宮
古
島
か
ら
首
里
王
府
に
上
納
す
る
「
定
納
石
」
（
仕
登
高
）

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
な
か
の
「
御
内
意
手
拍
」
に
よ
れ

粟
の
積
載
量
を
め
ぐ
っ
て
薩
摩
藩
と
琉
球
と
の
間
で
経
済
摩
擦
が
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方
手
を
つ
く
し
て
そ
れ
を
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。

拾
五
六
艘
江
配
当
相
調
候
丈
二
而
無
之
」
と
、
「
大
和
船
」
の
船

主
ら
の
要
求
は
琉
球
の
事
情
を
無
視
す
る
も
の
だ
と
抵
抗
し
、
八

（
仲
地
哲
夫
）

外
五
百
石
丈
為
重
積
候
ハ
ヽ
残
石
至
而
僅
計
之
高
二
而
、
馬
艦
船

は
不
当
で
あ
る
と
つ
っ
ぱ
ね
た
。
「
御
国
船
両
艘
江
是
迄
定
石
之

琉
球
側
は
、
大
抵
の
こ
と
は
我
慢
し
て
き
た
が
、
今
回
の
要
求

二
六
六
石
に
達
し
て
い
た
。

和
船
」
の
積
載
量
が
増
え
、

一
八
五

0
年
代
に
は
「
定
石
」
が

く
な
り
、
そ
の
後
一
八
〇

（
享
和
元
）
年
以
降
、
次
第
に
「
大

に
達
し
な
い
場
合
は
「
空
間
運
賃
」
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な

た
。
と
こ
ろ
が
一
七
八

（
天
明
元
）
年
に
な
る
と
、
「
定
石
」

年
代
の
後
半
（
元
文
の
頃
）
か
ら
一
七
八
六
（
天
明
六
）
年
ま
で

年
代
ま
で
は
積
載
量
が
足
り
な
く
て
も
別
に
問
題
に
は
し
な
か
っ

は
、
二
艘
で
六
六
0
石
余
を
「
定
石
」
と
し
て
い
た
。

一
七
七
〇
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